
中小企業信用保険法第２条第４項第７号の規定による認定 

 

【認定の対象】 

 法人：市内に本店がある者 

個人：市内に主たる事業所がある者（※住所地ではなく事業所所在地で判断する。） 

 

【認定要件】 

次の（イ）（ロ）（ハ）すべての事項に該当すること。 

（イ）経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関（以下「指定金 

融機関」という。）と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関

からの総借入金残高に占める割合が１０％以上であること。  

（ロ）指定金融機関からの直近(※１)の借入金残高が前年同期比で１０％以上減少してい

ること。 

(ハ）金融機関からの直近(※１)の総借入金残高が前年同期比で減少していること。 

※１ 直近とは、申請日からおおむね１か月以内をいう。 

※２ 指定金融機関は中小企業庁ホームページで閲覧できる。（６か月ごとに更新する。）

(http://www.chusho.meti.go.jp/) 

   

【申請に必要な書類】 

 申請に必要な書類 提出部数 法人 個人 

１ 認定申請書 ２部 ○ ○ 

２ 
中小企業信用保険法第２条第４項第７号の規定に
関する確認票 

１部 ○ ○ 

３ 
２に記載した金融機関の残高証明書原本（直近及
び前年同月） 

各１部 ○ ○ 

４ 
法人事業概況説明書（１～１８が記載されている
ページ）の写し（直近期のもの） 

１部 ○  

５ 
青色申告決算書の１～２ページ目の写し（直近の
もの） 

１部  

６ 収支内訳書の１ページ目の写し（直近のもの） １部  

○ 
(５又は６の

いずれか) 

・４～６は、書類の余白部分に申請者の記名・押印をすること。 

・申請及び訂正は、申請者の実印で行うこと。 

・申請者以外の者が手続きをする場合は、委任状が必要。 

 

【申請書の受付】 

  富岡市役所 商工課 商業係（富岡庁舎 本庁舎２階）  

  受付時間：月曜日～金曜日 ８時３０分から１７時１５分まで 

（祝祭日及び１２月２９日～１月３日を除く。） 

  電話番号：０２７４－６２－１５１１（内線１２９３） 

  ・認定書は即日の発行ができませんのでご了承ください。 

  ・手数料は無料です。 

 

 

※当該認定後、金融機関又は群馬県信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資をお申

し込みください。その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。 

 

 



様式第７                         

中小企業信用保険法第２条第４項 

第７号の規定による認定申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 富岡市長 殿 

                      申請者 

                      住 所                   

                      氏 名                 印 

 

私は        （注１）が経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている

ことにより、下記のとおり、借入れの減少が生じ、経営の安定に支障が生じておりますので、中

小企業信用保険法第２条第４項第７号の規定に基づき認定されるようお願いします。 

記 
１ 金融機関からの総借入金残高のうち、       からの借入金残高の占める割合 

                                ％（Ａ／Ｂ×１００）     

  Ａ   年  月  日の       からの借入金残高           円 

  Ｂ   年  月  日の金融機関からの総借入金残高             円 

 

２        からの借入金残高の減少率        ％（（Ｄ－Ｃ）／Ｄ×１００）        

  Ｃ   年  月  日の       からの借入金残高           円 

  Ｄ   年  月  日（Ｃの前年同期を記入のこと）の         からの 

借入金残高                                 円 

 

３ 金融機関からの総借入金残高の減少率          ％（（Ｆ－Ｅ）／Ｆ×１００） 

  Ｅ   年  月  日の金融機関からの総借入金残高             円 

  Ｆ   年  月  日（Ｅの前年同期を記入のこと）の金融機関からの総借入金残高 

                                        円 

  

申請提出数……申請書は正本二通作成してください。  

 

                           認 第      号 

                           （       号） 

 申請のとおり相違ないことを認定します。 

  平成  年  月  日 

                  （認定者） 富岡市長 岡野 光利  

    

 (注)本認定書の有効期間：平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

（注１）経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関の名称を記入すること。 

（注２）申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び（注１）で記入する金融機関からの借入金

残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等を添付すること。 

（留意事項） 

①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 

②市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定

関連保証の申込みを行うことが必要です。 

 



第７号用 

中小企業信用保険法第２条第４項第７号の規定に関する確認票 

１．申請者が有する事業用借入金残高の明細 

（単位：円） 

 
指定金融 

機関に○ 金融機関名(※５) 
直近(※１) 

平成  年  月  日

前年同期(※２) 

平成  年  月  日

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

合   計 
Ｂ・Ｅ Ｆ 

※１ 直近とは、申請日からおおむね１か月以内をいう。 

※２ 前年同月同日の残高取得が困難な場合、取得可能な最も近い日付の残高を記載する。 

※３ 割引手形は残高から除くこと。 

※４ 指定金融機関が複数ある場合、指定金融機関の借入金残高合計が総借入金残高の１０％以上を占め、なおか 

つ減少率が１０％以上であれば認定の対象となる。 

※５ 該当する金融機関は下表のとおりとする。 

銀行 信用金庫及び信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 

信用協同組合及び信用協同組合

連合会 

農業協同組合及び農業協同組合

連合会 

漁業協同組合及び漁業協同組合

連合会 

㈱日本政策投資銀行 ㈱商工組合中央金庫 農林中央金庫 

保険会社 信託会社  

（中小企業信用保険法施行令第１条の２より） 

 

上記のとおり相違ありません。 

平成  年  月  日 

申請者 

住所 

氏名 

実印


